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2 本指針の読み方 

 

本指針は次のような構成になっている。医療機関等の責任者、情報システム管理者、ま

たシステム導入業者が、それぞれ関連する個所を理解した上で、個々の対策を実施するこ

とを期待する。 

なお、本指針では医療情報、医療情報システムという用語を用いているが、これは医療

に関する患者情報（個人識別情報）を含む情報及びその情報を扱うシステムという意味で

用いている。 

 

【1 章～6 章】 

個人情報を含むデータを扱うすべての医療機関等で参照されるべき内容を含んでいる。 

 

【7 章】 

保存義務のある診療録等を電子的に保存する場合の指針を含んでいる。 

 

【8 章】 

保存義務のある診療録等を医療機関等の外部に保存する場合の指針を含んでいる。 

 

【9 章】 

e-文書法に基づいてスキャナ等により電子化して保存する場合の指針を含んでいる。 

 

【10 章】 

運用管理規程に関する事項について記載されている。 

 

 なお、本指針の大部分は法律、厚生労働省通知、他の指針等の要求事項に対して対策を

示すことを目的としており、そのような部分ではおおむね、以下の項目にわけて説明をし

ている。 

 

A． 制度上の要求事項 

法律、通知、他の指針等を踏まえた要求事項を記載している。 

 

B． 考え方 

要求事項の解説及び原則的な対策について記載している。 

 

C． 最低限のガイドライン 

A の要求事項を満たすために必ず実施しなければならない事項を記載している。 


